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Ⅰ　緒言

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療
及び観察等に関する法律（以下：医療観察法）の施行か
ら10年以上が経過し、現在では通院処遇中の対象者のみ
ならず、すでに通院処遇を終了した対象者も存在してい
る。厚生労働省は2014年までに入院処遇となった対象者
の総数を2248名と発表しており１）、法務省が2014年の入
院処遇対象者数を770名と発表している２）ことを勘案す
ると1478名が2014年までに通院処遇に移行したことにな
る（入院中の死亡等によって処遇終了となった者も含
む）。また、通院処遇中の対象者数に関して、法務省は
2014年の１年間で入院処遇を終えて通院処遇に移行した

抄録
医療観察法の施行から10年以上が経過しているが、東京都以外の指定通院医療機関における調査はほとんど行われ

ていない。本研究では、Ａ県における指定通院医療機関の多職種チームのスタッフに対して質問紙調査を行い、入院
処遇から通院処遇への移行を阻害する要因及び促進する要因について、スタッフが考える重要度を明らかにするとと
もに、職種間の認識の差異を比較検討した。

質問項目は、回答者の職種、対象者の入院処遇から通院処遇への円滑な移行を阻害する要因及び円滑な移行を促進
する要因とし、要因の各項目において重要度を５段階で評価した。

処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因として、最も重要度が高い項目は「指定入院医療機関からの情報不足によ
る不安」であった。職種間で認識に差異が認められたのは「医療観察法制度に係る多大な業務負担」であり、心理療
法士と精神保健福祉士は、看護師との比較において「医療観察法制度に係る多大な業務負担」を円滑な移行を阻害す
る要因として重要視していた。一方、円滑な移行を促進する要因として最も重要度が高かったのは「指定入院機関か
ら得られる処遇対象者の詳細な情報提供」であった。職種間で認識に差異が認められたのは「指定通院医療機関同士
の連携の強化」であり、看護師と心理療法士は医師と比較して「指定通院医療機関同士の連携の強化」を円滑な移行
を促進する要因として重要視していた。
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実践研究

者が203名おり、2014年末時点における通院処遇中の者
は合計590名であるとしている２）。

厚生労働省は、全国511か所の病院と63か所の診療
所の合計574か所を指定通院医療機関に指定しており

（2016年12月31日時点）、都道府県ごとの設置数の内訳も
公表している１）。菊池は、指定通院医療機関は全都道府
県に存在しているものの絶対数が不足しており、地域
偏在の問題があると指摘している３）。また、福田と長沼
は、東京都は指定通院医療機関の数が不足しており、地
域偏在が著しいことから通院処遇への円滑な移行が困難
であると指摘している４，５）。

これらの先行研究は、指定通院医療機関の多職種チー
ム（基本的に医師、看護師、心理療法士、作業療法士、
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精神保健福祉士の５職種で構成される）の一部のスタッ
フに対するインタビュー調査が主である。また、指定通
院医療機関は全国に574か所設置されているが、設置場
所に関して厚生労働省は明らかにしていないことから、
指定通院医療機関に対する広域的な調査を実施すること
は困難である。東京都では指定入院医療機関である国立
研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが中心と
なり、指定通院医療機関における調査が積極的に行われ
ているが、その他の地方における調査はほとんど行われ
ていないのが現状である。

本研究では、Ａ県における指定通院医療機関の多職種
チームのスタッフ全員に対して質問紙を配布し、医療
観察法入院処遇対象者の円滑な通院処遇への移行促進に
関する意識調査を行った。これにより、入院処遇から通
院処遇への移行を阻害する要因及び促進する要因につい
て、スタッフが考える重要度を明らかにするとともに、
これらの要因に対する職種間の認識の差異を比較検討す
ることで、通院処遇へ円滑に移行するために行うべき方
策について考察する。

Ⅱ　研究対象および研究方法

１．対象
厚生労働省により指定されたＡ県内の13か所の指定通

院医療機関に勤務する多職種チームのスタッフ全員を
研究の対象とした。多職種チームは、基本的に医師、看
護師、心理療法士、作業療法士、精神保健福祉士の５職
種、合計５名以上で構成される。

２．方法
研究方法は無記名自記式質問紙調査による量的研究で

ある。
Ａ県内に設置されている13か所の指定通院医療機関に

所属する多職種チームのスタッフ88名に対して質問紙を
送付した。無記名自記式質問紙調査法とし、郵送により
質問紙を回収した。質問紙については、Ｂ医療センター
の精神保健福祉士が第50回日本犯罪学会で口頭発表した
研究「鑑定入院時の多職種チーム関与の調査─指定医等
及びコメディカル等のアンケート結果─」で使用した質
問紙を参考にして研究者が作成した。研究者が勤務する
Ｂ医療センターの多職種チームのスタッフによる試行を
行い、アドバイスを受け改良を加えた。調査期間は2017
年８月～2017年９月である。

質問項目は、回答者の職種、対象者の入院処遇から通
院処遇への円滑な移行を阻害する要因（表１に記載した
12項目）及び円滑な移行を促進する要因（表２に記載し
た９項目）とし、要因の各項目において重要度を５段階
で評価した。質問紙には、入院処遇から通院処遇に移行
した対象者に限定することを記載した。

３．分析方法
通院処遇への円滑な移行を阻害する要因と円滑な移行

を促進する要因については、単純集計を行った。さら
に、それぞれの項目について５職種間で多重比較検定

（ボンフェローニの多重比較検定）を行い、職種間にお
ける認識の差異について検討した。

統計処理にはWindows10 SPSS ver.23を用い、有意水
準５％未満を有意差ありとした。

４．倫理的配慮
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則

り実施した。 なお、本研究は新潟県立看護大学倫理委
員会の承認（承認番号017-５）及びさいがた医療センター
倫理審査委員会の承認（承認番号17-06）を得て実施した。

Ⅲ　結果

Ａ県内に設置されている13か所の指定通院医療機関に
所属する多職種チームのスタッフ88名に対して質問紙を
送付し53名から回答を得た（回収率60.2％）。職種の内
訳は、医師８名（15.1％）、看護師16名（30.2％）、心理
療法士８名（15.1％）、 作業療法士５名（9.4％）、精神保
健福祉士16名（30.2％）であった（表３）。

表１　処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因

表２　処遇対象者の円滑な移行を促進する要因
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１．処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因
処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因として重要度

が高いと認識されている項目は、重要度が高い順に「指
定入院医療機関からの情報不足による不安」、「医療観察
法制度に係る多大な業務負担」、「再他害行為など問題発
生時の責任の重さ」、「医療観察法制度に関する専門的な
知識不足による不安」、「通院処遇移行後の治療プログラ
ム継続に関する不安」、「定期的に行われる会議への参加
の負担」、「処遇対象者との関係構築の難しさ」、「医療観
察法制度の業務負担と診療報酬の不均衡」、「処遇対象者
に対する恐怖」であった。一方、「多職種チーム内にお
けるスタッフ間の業務不均衡に対する不満」、「加害者で
ある処遇対象者に医療を提供することに対する葛藤」、

「医療観察法制度に対して否定的なスタッフの存在」は、
円滑な移行を阻害する要因としての重要度は低いという
結果であった（表１）。

要因の各項目について、職種間の認識の差異を検討す
るためボンフェローニの多重比較検定を行った。その
結果「医療観察法制度に係る多大な業務負担」において
のみ有意な差を認めた。平均値で比較すると看護師＜
心理療法士（ｐ=0.046）、看護師＜精神保健福祉士（ｐ
=0.002）となっており、看護師と比較して心理療法士と
精神保健福祉士は「医療観察法制度に係る多大な業務負
担」が処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因として重
要度が高いと認識していることになる（表４）。

２．処遇対象者の円滑な移行を促進する要因
処遇対象者の円滑な移行を促進する要因として重要度

が高いと認識されている項目は、重要度が高い順に「指
定入院医療機関から得られる処遇対象者の詳細な情報提
供」、「問題発生時における病院の十分なサポート体制」、

「指定入院医療機関と指定通院医療機関の連携の強化」、
「多職種チームスタッフの連携強化」、「処遇対象者の対
応力向上のための研修参加」、「処遇対象者の受け入れに
対するスタッフの合意形成」、「医療観察法制度に係る診
療報酬の増額」、「指定通院医療機関同士の連携の強化」、

「医療観察法制度に係るスタッフの増員」であった（表
２）。

要因の各項目について、職種間の認識の差異を検討す

るためボンフェローニの多重比較検定を行った。その結
果、「指定通院医療機関同士の連携の強化」においての
み有意な差を認めた。平均値で比較すると医師＜看護師

（ｐ=0.010）、医師＜心理療法士（ｐ=0.012）となってお
り、医師と比較して看護師と心理療法士は「指定通院医
療機関同士の連携の強化」が処遇対象者の円滑な受け入
れを促進する要因として重要度が高いと認識しているこ
とになる（表５）。

Ⅳ　考察

１．処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因
 （１）指定入院医療機関からの情報不足による不安

指定入院医療機関から指定通院医療機関への処遇対象
者の円滑な移行を阻害する要因として、最も重要度が高
いと考えられている項目は「指定入院医療機関からの情
報不足による不安」であった。処遇対象者が入院処遇か
ら通院処遇に移行する際は、指定入院医療機関の多職種
チームから指定通院医療機関の多職種チームに対して、
入院生活の状況や治療内容などに関する情報が提供され

表４　�処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因「医療観
察法制度に係る多大な業務負担」における職種間
の認識の比較

表５　�処遇対象者の円滑な移行を促進する要因「指定通
院医療機関同士の連携の強化」における職種間の
認識の比較

表３　回答者の職種

23

医療観察法入院処遇対象者の通院処遇への移行を促進するために　─Ａ県の指定通院医療機関における調査から─

日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.12（2）　2019



る。美濃は、指定入院医療機関が指定通院医療機関に対
して事前に提供する処遇対象者の情報だけでは、入院処
遇中に実施している治療プログラムの内容が十分に伝わ
らず、通院処遇においてその継続が困難であると報告し
ている６）。さらに美濃は、情報用紙に治療プログラムを
記載しただけでは具体的な治療プログラムの内容が正確
に伝わりにくいことも指摘している７）。これらの報告で
は具体的な対応策には言及していないが、Ａ県では2017
年から指定通院医療機関の多職種チームのスタッフが指
定入院医療機関を訪問し、治療プログラムの実践を見学
することで治療プログラムに関する具体的な情報不足を
補う試みを開始している。

入院中の治療プログラムは、指定通院医療機関におい
て通院治療に適した形にアレンジされることになるが、
入院中の治療プログラムを正確に伝達することは通院治
療プログラムの作成にとって極めて重要である。それゆ
えに、治療プログラムに関して具体的かつ正確に情報を
伝達する方法を工夫することが求められている。
 （２）医療観察法制度に係る多大な業務負担

処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因の中で、職種
間で認識に差異が認められたのは「医療観察法制度に係
る多大な業務負担」であった。心理療法士と精神保健福
祉士は、看護師との比較において「多大な業務負担」が
処遇対象者の円滑な移行を阻害している要因として重要
であると考えていた。

Ａ県の指定入院医療機関では、再他害行為防止を目的
とした内省プログラムや、疾患に対する理解や対処方
法を学ぶことを目的とした心理教育や認知行動療法など
の治療プログラムは、主として心理療法士が担当してい
る。美濃は、多職種チームのスタッフは内省プログラム
などの重要性は理解していても、担当する職種が明確に
なっておらず取り組みも遅れていると指摘している６）。
さらに、美濃は、指定入院医療機関の治療プログラムを
指定通院医療機関で継続して行うためには、心理療法士
など治療プログラムを提供できる人材が不足しており、
設備も資源も不十分であると指摘している７）。指定通院
医療機関の場合、心理療法士が複数勤務している施設は
限られており、１人の心理療法士が一般精神科と医療観
察法の双方の治療プログラムを担うことになる。設備も
資源も不十分な指定通院医療機関で、しかも１人で治療
プログラムの継続を求められていることが、心理療法士
の過度な業務負担の認識へとつながっていると考えられ
る。

一方、精神保健福祉士は、他部門との連絡調整や医療
観察法に関する多数の書類作成など、他の職種と比較
し業務量が絶対的に多い状況にある。福田は、処遇対象
者を受け入れる際の多大な業務負担を考えれば、一般精
神科との兼務ではなく医療観察法に係る業務を専門に担
う精神保健福祉士を配置することが望ましいと報告して
いる４）。Ａ県においては全ての精神保健福祉士が一般業

務との兼務であることからその業務負担は多大であり、
「多大な業務負担」が処遇対象者の円滑な移行を阻害す
る要因として重要度が高いとの認識に至ったと考えられ
る。

福田は、東京都の指定通院医療機関における多職種
チームのスタッフに業務量調査を行い、１日の業務のう
ち医療観察法制度に係る業務に従事する割合は約20％
であったと報告している４）。指定通院医療機関では、ス
タッフが医療観察法制度に係る業務に専念することがで
きる指定入院医療機関と異なり、処遇対象者を受け入れ
ることにより一般精神科外来の業務の一部を医療観察法
制度に係る業務に割り当てなければならない。医療観察
法制度に係る業務の特殊性を考えると、多職種チームの
スタッフにおける負担感は大きい。このことを反映し
て、処遇対象者の円滑な移行を阻害する要因として「医
療観察法制度に係る多大な業務負担」があげられ、また
円滑な移行を促進する要因として「医療観察法制度に係
るスタッフの増員」が重要視されているものと考えられ
る。

各職種の業務量について、福田は、看護師と精神保健
福祉士は業務時間内に処遇対象者宅への訪問業務が含ま
れているため、他の職種と比較して業務量が多いと報告
している４）。菊池は、東京都の指定通院医療機関で働く
医師に対してアンケート調査を行い、70％以上の医師が
一般業務が多忙のため医療観察法制度に係る業務に十分
な時間を割けないと回答したと報告している８）。

美濃は、多職種チーム会議や毎月の作成・提出が義務
付けられている書類の作成などの記録類に費やす時間が
多すぎることが、スタッフの業務負担になっていると報
告している７）。また、鈴木も、一般業務を行いながら医
療観察法制度に関わる業務を行うには、絶対的に人手が
不足していると報告している９）。特に、精神保健福祉士
は医療観察法に関わる書類作成や関連職種との連絡調整
において主たる役割を担っており、その業務量の多さは
全スタッフが認めるところである。 

今回の調査では「多職チーム内におけるスタッフ間の
業務不均衡に対する不満」、「加害者である処遇対象者に
医療を提供することに対する葛藤」、「医療観察法制度に
対して否定的なスタッフの存在」は、処遇対象者の円滑
な移行を阻害する要因として重要度は低いと認識されて
いた。スタッフは「医療観察法制度に係る多大な業務負
担」が円滑な移行を阻害する要因として重要であると認
識しているものの、「多職チーム内におけるスタッフ間
の業務不均衡に対する不満」は移行を阻害する要因とし
て重要視されていない。これらのことから、スタッフの
過度な業務負担を是正することが通院処遇への円滑な移
行を促進する可能性があるものの、職種間における業務
量の不均衡の是正に関しては移行を促進する効果は低い
ものと考えられる。
 （３）医療観察法制度に対して否定的なスタッフの存在
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長沼は、東京都では入院処遇対象者の通院処遇への円
滑な移行が進まない理由として、指定通院医療機関の多
職種チームの中に受け入れに否定的なスタッフがいるこ
とも一因であると指摘している５）。しかし、今回の調査
では、受け入れに否定的な職員の存在は阻害要因として
の重要度は低いと認識されており、また職種間における
比較においても認識の差異は認められなかった。

２．処遇対象者の円滑な移行を促進する要因
 （１）�指定入院医療機関から得られる処遇対象者の詳細

な情報提供
指定入院医療機関から指定通院医療機関への処遇対象

者の円滑な移行を促進する要因として最も重要度が高
かったのは「指定入院機関から得られる処遇対象者の詳
細な情報提供」であった。円滑な移行を阻害する要因と
して「指定入院医療機関からの情報不足による不安」が
最も重要度が高いと考えられていることからも、指定入
院医療機関が指定通院医療機関に提供する情報が処遇対
象者の移行に大きな影響を与えると考えられる。
 （２）問題発生時における病院の十分なサポート体制

２番目に重要な要因として考えられているのは「問題
発生時における病院の十分なサポート体制」である。美
濃は、指定通院医療機関は指定入院医療機関のように人
材、資源、システムが整備されていないため、病院と
して問題発生時のサポート体制について明確にしておく
ことが、移行を促進するために必要であると指摘してい
る７）。たとえば、通院処遇対象者が再他害行為を行った
場合の責任の所在や対応の窓口をあらかじめ決めておく
など発生が想定さる問題への対処を明確にしておくこと
が望ましい。
 （３）指定通院医療機関同士の連携の強化

処遇対象者の円滑な移行を促進する要因の中で、職種
間で認識に差異が認められたのは「指定通院医療機関同
士の連携の強化」であった。看護師と心理療法士は医師
と比較して「指定通院医療機関同士の連携の強化」が円
滑な移行を促進するために重要であると認識していた。
指定通院医療機関において看護師が担う重要な業務に訪
問看護がある。訪問看護は訪問看護センター等との連携
も可能であるが、調査時の13施設においては施設の看護
師が行っていた。訪問看護は指定入院医療機関では行わ
れていないため、指定通院医療機関の看護師は独自に訪
問看護計画を立て、実施しなくてはならない。指定通院
医療機関の看護師間で訪問看護に関する情報交換を行う
ことで、医療観察法に関する専門性の高い訪問看護の質
を向上させる必要がある。美濃らも指定通院医療機関に
おける訪問看護を推進させるためには、訪問看護の現状
や実態を指定通院医療機関間で把握し、情報を共有する
必要があると報告している10）。

また、指定通院医療機関の心理療法士は、内省プログ
ラム、心理療法、認知行動療法などの治療プログラム

の実施において中心的な役割を担っている。治療プログ
ラムは指定入院医療機関においても実施されており、指
定入院医療機関から指定通院医療機関への移行の際に指
定通院医療機関に情報として提供される。入院用の治療
プログラムはそのまま通院用の治療プログラムとして使
用することはできず、通院用の治療プログラムとしてア
レンジする必要がある。これは指定通院医療機関の心理
療法士に任されることから、指定通院医療機関の心理療
法士間で情報交換を行う必要性につながったと考えられ
る。美濃らも、指定通院医療機関における各種治療プロ
グラムの実施を円滑にするためには、指定通院医療機関
間の情報や経験を共有して試行錯誤を繰り返して通院用
の治療プログラムとしての質を高めていく必要があると
述べている７）。

Ⅴ　結語

通院処遇への円滑な移行を促進するには、処遇対象者
の詳細な情報提供、問題発生時における病院の十分なサ
ポート体制、指定入院医療機関と指定通院医療機関の連
携の強化、多職種チームスタッフの連携強化、処遇対象
者の対応力向上のための研修参加、処遇対象者の受け入
れに対するスタッフの合意形成、医療観察法制度に係る
診療報酬の増額、指定通院医療機関同士の連携の強化、
医療観察法制度に係るスタッフの増員などを実現してい
く必要がある。

これらの中で、 特に心理療法士及び精神保健福祉士に
おける業務負担の軽減と指定通院医療機関における看護
師間及び心理療法士間の連携の強化は、職種特有の課題
として対応していくことが望まれる。

研究の限界と今後の課題

本研究はＡ県における調査であるため、他の地域では
本研究の結果が当てはまるとは限らない。また、職種間
の比較においては回答者数の少ない職種もあり、統計学
的信頼性を高めるためには、より多くの人数で分析する
必要がある。
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